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「
主
任
の
大
臣
」
と
「
担
当
大
臣
」
の
関
係
に
関
す
る
質
問
主
意
書

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
案
（
第
百
九
十
六
回
国
会
閣
法
第
六
四
号
）
の
国
会
提
出
に
つ
い
て
閣
議
請
議
を
行
っ
た

「
主
任
の
大
臣
」
は
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
国
会
に
お
け
る
同
法
案
の
趣
旨
説
明
は
石
井
国
務
大
臣
が
行
っ
た
。

こ
れ
に
関
し
、
「
主
任
の
大
臣
」
と
「
担
当
大
臣
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

内
閣
総
理
大
臣
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
各
省
大
臣
以
外
の
ポ
ス
ト
と
し
て
、
特
定
の
事
務
を
担
当
す
る
大
臣
（
以
下
「
担

当
大
臣
」
と
い
う
。
）
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
担
当
大
臣
」
の
う
ち
、
①
内
閣
府
設
置
法
第
九
条
か
ら
第
十
二
条

ま
で
に
明
記
さ
れ
て
い
る
「
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
」
や
、
②
海
洋
基
本
法
や
宇
宙
基
本
法
等
の
「
法
律
に
明
記
さ
れ
て
い

る
担
当
大
臣
」
の
ほ
か
に
、
③
Ｉ
Ｒ
担
当
大
臣
な
ど
「
法
律
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
担
当
大
臣
」
が
置
か
れ
て
い
る
と
承
知

し
て
い
る
。

�

「
担
当
大
臣
」
の
う
ち
、
①
「
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
」
及
び
②
「
法
律
に
明
記
さ
れ
て
い
る
担
当
大
臣
」
の
ポ
ス
ト

は
、
現
在
い
く
つ
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
誰
が
就
任
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
事
務
を
担
当
し
て
い
る

か
。

�

「
担
当
大
臣
」
の
う
ち
、
③
の
「
法
律
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
担
当
大
臣
」
の
ポ
ス
ト
は
、
現
在
い
く
つ
あ
り
、
そ
れ

一



ぞ
れ
誰
が
就
任
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
③
の
「
法
律
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
担
当
大
臣
」
を
置
く
根
拠
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何

か
。

二

①
の
「
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
」
、
②
の
「
法
律
に
明
記
さ
れ
て
い
る
担
当
大
臣
」
及
び
③
の
「
法
律
に
明
記
さ
れ
て
い

な
い
担
当
大
臣
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
に
違
い
は
あ
る
か
。
そ
の
違
い
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
点
か
。

三

①
の
「
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
」
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
設
置
法
第
九
条
第
一
項
で
は
、
「
内
閣
総
理
大
臣
を
助
け
、
命

を
受
け
て
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
務
（
こ
れ

ら
の
事
務
の
う
ち
大
臣
委
員
会
等
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
掌
理
す
る
職
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
②

の
「
法
律
に
明
記
さ
れ
て
い
る
担
当
大
臣
」
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
海
洋
基
本
法
第
三
十
三
条
第
一
項
で
は
、
「
海
洋
政
策

担
当
大
臣
（
内
閣
総
理
大
臣
の
命
を
受
け
て
、
海
洋
に
関
す
る
施
策
の
集
中
的
か
つ
総
合
的
な
推
進
に
関
し
内
閣
総
理
大
臣

を
助
け
る
こ
と
を
そ
の
職
務
と
す
る
国
務
大
臣
を
い
う
。
）
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
③
を
含
め
た
全
て

の
「
担
当
大
臣
」
が
「
主
任
の
大
臣
」
を
補
佐
す
る
立
場
で
あ
っ
て
、
独
立
し
た
権
限
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
よ
い
か
。

四

①
か
ら
③
の
「
担
当
大
臣
」
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
「
担
当
大
臣
」
の
担
当
事
務
に
つ
い
て
閣
法
を
提

出
す
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
閣
議
請
議
を
行
う
の
は
、
「
主
任
の
大
臣
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
よ
い
か
。

二



五

閣
法
の
提
案
理
由
説
明
に
つ
い
て

�

政
府
は
国
会
に
お
け
る
閣
法
の
審
議
に
当
た
っ
て
、
提
案
理
由
説
明
を
行
う
大
臣
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
決
め
て
い
る

の
か
。

�

閣
議
請
議
を
行
う
の
は
、
あ
く
ま
で
「
主
任
の
大
臣
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
然
、
国
会
に
お
い
て
も
そ
の
「
主
任
の

大
臣
」
が
当
該
閣
法
の
説
明
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

三


